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住
基
カ
ー
ド
は
、
平
成
２２
年
７
月
か
ら

無
料
で
交
付
し
て
い
ま
す
。
顔
写
真
付
き

タ
イ
プ
の
住
基
カ
ー
ド
の
場
合
、
公
的
な

本
人
確
認
書
類
と
し
て
利
用
で
き
た
り
、

電
子
証
明
書
に
よ
る
本
人
確
認
を
必
要
と

す
る
行
政
手
続
き
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申

請
「
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
※
」
が
利

用
可
能
と
な
り
ま
す
。
（
※
別
途
５００
円
の

手
数
料
が
必
要
で
す
） 

　
暗
証
番
号
を
設
定
す
る
た
め
、
申
請
は

本
人
に
限
り
ま
す
。 

交
付
場
所
　
市
民
課 

K
▼
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
健

康
保
険
証
な
ど
）
※
運
転
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
な
ど
の
官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写

真
付
き
の
本
人
確
認
書
類
の
場
合
、
住
基

カ
ー
ド
を
即
日
交
付
し
ま
す
。
健
康
保
険

証
な
ど
顔
写
真
が
な
い
本
人
確
認
書
類
の

場
合
、
郵
便
に
よ
る
本
人
照
会
を
行
い
ま

す
の
で
、
住
基
カ
ー
ド
発
行
ま
で
に
数
日

か
か
り
ま
す
。
▼
印
鑑
（
シ
ャ
チ
ハ
タ
な

ど
の
ゴ
ム
印
は
不
可
） 

J
市
民
課
蕁
A
４
２
０ 

  

Q
平
成
２３
年
１
月
２５
日
貂
　
午
後
１
時
３０

分
〜
３
時
３０
分 

L
八
潮
メ
セ
ナ
集
会
室 

N
市
内
在
住
・
在
勤
の
方 

※
研
修
会
に
は
本
制
度
に
関
係
す
る
機
関
・

団
体
・
グ
ル
ー
プ
の
方
も
参
加 

O
制
度
の
概
要
や
認
知
症
・
知
的
障
が
い
・

精
神
障
が
い
な
ど
、
制
度
利
用
に
あ
た
っ

て
の
実
践
事
例
に
つ
い
て
※
講
師
＝
沼
田

裕
子
さ
ん
（
司
法
書
士
・
行
政
書
士
） 

※
手
話
通
訳
が
必
要
な
方
は
申
込
時
に
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。 

R
１５
人
（
申
込
順
） 

P
無
料 

M
平
成
２３
年
１
月
１４
日
ま
で
に
、
窓
口
・

電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
社
会
福
祉
課
（
蕁

A
３
１
６
蕭
９９６
・
２
８
２
０
）
へ 

  

　
平
成
２２
年
第
４
回
八
潮
市
議
会
定
例
会

を
１１
月
３０
日
貂
か
ら
１２
月
１７
日
貊
ま
で
開

催
し
ま
す
。 

一
般
質
問
日
＝
１２
月
１４
日
貂
〜
１６
日
貅 

※
一
般
質
問
と
は
、
議
員
が
市
の
事
務
全

般
に
つ
い
て
、
執
行
機
関
か
ら
現
在
の
状

況
や
こ
れ
か
ら
の
考
え
を
聞
く
こ
と
。 

R
各
日
４２
人
（
当
日
先
着
順
） 

J
議
事
調
査
課
蕁
A
２
７
７ 

   

　
平
成
２３
年
１
月
２３
日
豸
は
「
第
４６
回
八

潮
市
内
一
周
駅
伝
大
会
」
開
催
の
た
め
休

館
と
な
り
ま
す
。 

J
文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
蕁
９９６
・
５
１

２
６ 

  

　
工
業
統
計
調
査
は
、
製
造
業
を
営
む
す

べ
て
の
事
業
所
を
対
象
に
行
わ
れ
ま
す
。

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

Q
１２
月
下
旬
〜
平
成
２３
年
１
月 

J
企
画
経
営
課
蕁
A
２
３
３ 

     

Q
平
成
２３
年
１
月
１８
日
貂
　
午
後
２
時
〜

４
時 

L
八
潮
メ
セ
ナ
３
階
会
議
室 

N
県
内
在
住
の
求
職
者
で
、
４０
歳
以
上
の

方 O
中
高
年
の
就
職
活
動
に
必
要
な
ポ
イ
ン

ト
※
講
師
＝
小
田
美
奈
子
さ
ん
（
キ
ャ
リ

ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
「
中
高
年
就
職
支
援

コ
ー
ナ
ー
埼
玉
」
チ
ー
フ
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
） 

R
３０
人
（
申
込
順
） 

P
無
料 

M
平
成
２３
年
１
月
１４
日
ま
で
に
、
窓
口
・

電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
商
工
観
光
課
（
蕁

A
２
７
４
）
へ 

  

　
家
屋
を
新
築
ま
た
は
増
改
築
し
た
場
合
、

固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
そ
の
税

額
を
算
出
す
る
た
め
、
市
の
職
員
に
よ
る

「
家
屋
調
査
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
調

査
に
あ
た
っ
て
は
、
家
屋
の
内
部
（
間
取

り
・
設
備
）
な
ど
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

　
ま
た
、
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
家
屋
、

取
り
壊
し
を
し
た
家
屋
が
あ
り
ま
し
た
ら

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

J
資
産
税
課
蕁
A
３
０
２ 

  

　
平
成
２３
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
償

却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
１
月
２０

日
（
法
定
期
限
は
１
月
３１
日
）
ま
で
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。
平
成
２２
年
中
に
事
業

を
廃
止
し
た
方
、
資
産
の
増
減
の
な
い
方

も
申
告
が
必
要
で
す
。 

　
ま
た
、
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
「
ｅ

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
」
を
利
用

し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
電
子
申
告
も

出
来
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
利
用

方
法
な
ど
の
詳
細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http: 

//www.eltax.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

※
償
却
資
産
と
は
　
法
人
や
個
人
で
、
工

場
や
商
店
、
事
務
所
な
ど
を
経
営
さ
れ
て

い
る
方
の
事
業
用
資
産
、
ま
た
事
業
用
資

産
と
し
て
貸
し
付
け
て
い
る
構
築
物
、
機

械
、
工
具
お
よ
び
備
品
な
ど
の
資
産
（
自

動
車
税
お
よ
び
軽
自
動
車
税
の
対
象
の
も

の
を
除
く
） 

J
資
産
税
課
蕁
A
４
１
２ 

   

　
県
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
児
童
が
中

学
校
へ
入
学
す
る
と
き
、
就
学
支
度
金
を

支
給
し
て
い
ま
す
。 

N
次
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
す
る
方 

▼
母
子
家
庭
の
母
、
父
子
家
庭
の
父
、
ま

た
は
父
母
の
な
い
児
童
を
養
育
し
て
い
る

方
▼
お
子
さ
ん
が
平
成
２３
年
４
月
に
中
学

校
入
学
予
定
▼
市
民
税
非
課
税
世
帯
▼
生

活
保
護
を
受
給
し
て
い
な
い
世
帯 

K
通
帳
な
ど
振
込
先
が
確
認
で
き
る
も
の 

支
給
額
　
１
万
円 

M
子
育
て
支
援
課
で
配
布
す
る
申
請
書
を

記
入
の
う
え
、
１２
月
２８
日
ま
で
に
子
育
て

支
援
課
（
蕁
A

２
０
９
）
へ
※
申
込
期
限

を
過
ぎ
る
と
、
申
請
の
受
け
付
け
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

  
貸
付
資
金
の
種
類 

就
学
支
度
、
修
学
、
修
業
、
就
職
支
度
、

技
能
習
得
、
医
療
介
護
、
生
活
、
転
宅
、

住
宅
、
事
業
開
始
、
事
業
継
続
、
結
婚
の

各
資
金 

N
盧
母
子
家
庭
の
母
（
２０
歳
未
満
の
お
子

さ
ん
を
扶
養
し
て
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
）
▼
配
偶
者
が
死
亡
、
ま

た
は
配
偶
者
と
離
婚
し
、
現
に
結
婚
し
て

い
な
い
方
▼
配
偶
者
の
生
死
が
不
明
、
ま

た
は
配
偶
者
か
ら
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て

い
る
方
▼
配
偶
者
が
外
国
に
い
る
た
め
、

そ
の
扶
養
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
方 

▼
配
偶
者
が
精
神
ま
た
は
身
体
の
障
が
い

に
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
働
け
な
い
方 

▼
配
偶
者
が
法
令
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
て
い

る
た
め
、
そ
の
扶
養
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
▼
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な

り
、
現
に
結
婚
し
て
い
な
い
方 

盪
父
母
の
な
い
、
２０
歳
未
満
の
児
童 

蘯
寡
婦
（
か
つ
て
母
子
家
庭
の
母
で
あ
っ

た
人
で
、
現
在
も
盧
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
） 

盻
離
婚
な
ど
で
配
偶
者
の
い
な
い
４０
歳
以

上
の
女
性
の
方
で
あ
っ
て
、
母
子
家
庭
の

母
ま
た
は
寡
婦
以
外
の
方 

眈
盧
や
蘯
に
該
当
す
る
方
の
子
（
修
学
資

金
・
就
学
支
度
資
金
・
修
業
資
金
・
就
職

支
度
資
金
の
み
） 

　
お
母
さ
ん
や
寡
婦
の
方
が
連
帯
保
証
人

と
し
て
の
要
件
（
収
入
、
資
産
な
ど
）
を

満
た
し
て
い
る
場
合
に
限
り
ま
す
。 

所
得
制
限
に
つ
い
て 

　
申
請
で
き
る
方
の
蘯
ま
た
は
盻
に
該
当

し
、
現
在
お
子
さ
ん
を
扶
養
し
て
い
な
い

方
に
つ
い
て
は
、
前
年
の
所
得
（
１
月
１

日
〜
５
月
３１
日
ま
で
の
間
に
申
請
す
る
場

合
は
前
々
年
の
所
得
）
が
、
２０３
万
６
０
０

０
円
以
下
の
方
が
対
象
で
す
。 

貸
し
付
け
の
申
請 

　
申
請
は
、
市
子
育
て
支
援
課
で
受
け
付

け
し
た
後
、
埼
玉
県
東
部
中
央
福
祉
事
務

所
に
て
調
査
・
審
査
の
う
え
、
決
定
さ
れ

ま
す
。 

　
各
資
金
の
貸
付
限
度
額
、
貸
付
期
間
、

償
還
期
間
な
ど
、
詳
し
く
は
、
埼
玉
県
東

部
中
央
福
祉
事
務
所
（
蕁
０４８
・
７３７
・
２
１

３
２
）
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

J
子
育
て
支
援
課
蕁
A
４
２
７ 

  

　
市
で
は
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
が

困
難
な
児
童
生
徒
に
対
し
、
義
務
教
育
を

円
滑
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
学
用
品
費
な
ど

の
経
費
の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。 

N
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
の
方 

▼
市
民
税
非
課
税
世
帯
▼
児
童
扶
養
手
当

受
給
世
帯
▼
国
民
年
金
保
険
料
免
除
世
帯

▼
保
護
者
が
失
業
中
、
若
し
く
は
職
業
が

不
安
定
で
あ
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
生
活

が
大
変
困
窮
し
て
い
る
と
教
育
委
員
会
が

認
め
た
世
帯 

O
学
用
品
費
、
通
学
用
品
費
、
校
外
活
動

費
、
修
学
旅
行
費
、
給
食
費
、
医
療
費
（
学

校
保
健
法
施
行
令
に
よ
る
疾
病
） 

※
生
活
保
護
受
給
世
帯
は
修
学
旅
行
費
、

医
療
費
の
み
援
助 

M
学
校
ま
た
は
教
育
委
員
会
教
育
総
務
課

で
配
布
す
る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
通
学
し
て
い
る
学
校
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。 

J
教
育
総
務
課
蕁
A
３
６
１ 

  

―
雇
用
保
険
に
未
加
入
と
さ
れ
た
方
の
遡

及
適
用
期
間
が
改
善
― 

　
平
成
２２
年
１０
月
１
日
か
ら
、
雇
用
保
険

の
加
入
手
続
き
が
漏
れ
て
い
た
場
合
で
あ

っ
て
も
、
雇
用
保
険
料
が
給
与
か
ら
天
引

き
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
書
面
に
よ
り
確
認

で
き
る
場
合
に
は
、
２
年
を
超
え
た
期
間

に
つ
い
て
も
、
雇
用
保
険
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
加
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

J
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
草
加
（
草
加
公
共
職
業

安
定
所
）
蕁
９３１
・
６
１
１
１ 

Q

L

O

K

R

M

J

N

P

工
業
統
計
調
査
 

中
高
年
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー
 

八
潮
市
議
会
定
例
会
の
傍
聴
 

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を
 

償
却
資
産
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
 

成
年
後
見
制
度
研
修
会
 

就
学
援
助
 

文
化
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
 

鶴
ケ
曽
根
体
育
館
の
臨
時
休
館
 

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
住
基
カ
ー
ド
） 

を
無
料
で
交
付
し
て
い
ま
す
！
 

ひ
と
り
親
家
庭
児
童
 

就
学
支
度
金
支
給
制
度
 

住宅用火災警報器を 
無償で給付します 

「火災死亡事故ゼロ作戦推進支援事業」 

《対象となる世帯》 
●６５歳以上の方、または障害者手帳をお持ちの方の１人暮らし世帯 
●６５歳以上の方、または障害者手帳をお持ちの方がいる２人世帯 
《申請書類》 
申請書類は、消防本部予防課の窓口にあります。なお、申請書類を窓口に
取りに来られない場合は、消防本部予防課までご連絡ください。 
《申請方法》 
平成２３年１月１１日から３月３１日（祝日を除く月曜日～金曜日※受付時間＝
午前８時３０分～午後５時）までに、窓口または郵送で消防本部予防課へ。 
K年齢確認ができる書類（運転免許証・健康保険証など）、障害者手帳を
お持ちの方は手帳（郵送による申し込みの場合はコピーを添付） 
※給付台数（１００台）が終わり次第、申込期間内でも配布終了となります。 
※１世帯あたりの給付台数は２台を上限とします。 
 
J八潮市消防本部予防課蕁９９６－０１３４ 
〒３４０－０８０２　鶴ケ曽根１１８５ 

母
子
・
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
制
度
 

　住宅火災で亡くなる人の半数以上は高齢者です。また、死に至
った原因の６割は逃げ遅れによるものです。そこで、高齢者世帯な
どに住宅用火災警報器を給付します。 

雇
用
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た
 


